
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●委員の選定：

昭和36年6月洪水（三六災） 

鵞流峡 

松尾地区

下久堅地区 

竜丘地区 

松川

天竜川

ラフティングの様子 

鵞流峡の利用状況 

満 20 歳以上の方で以下の要件を満たす方とします。 

① 天竜川について関心があり、協議会に無償で出席できる方 

② 国又は地方公共団体の議員及び職員（臨時職員、嘱託職員は除く）以外の方 

③ 過去に国土交通省の職員（臨時職員、嘱託職員は除く）を経験された者以外の方 

松尾・下久堅地区治水事業協議会（仮称） 

公募委員募集について 

天竜川に関心をお持ちの方を募集します 

〒399-4114 長野県駒ヶ根市上穂南 7 番 10 号 

天竜川上流河川事務所 調査課 

TEL：0265-81-6415、FAX：0265-81-6421、E-Mail：tenjyo@cbr.mlit.go.jp 

任期は２年間とし、年２～３回、平日に飯田市内で開催予定です。 

別紙の「松尾・下久堅地区治水事業協議会」公募委員申込書に必要事項を記入の上、「天

竜川への愛着や望むこと」について意見書[400字程度]（Ａ４版：様式自由）を添付し

て下記の応募書類送付先までお送りください。 

 飯田市に位置する鵞流峡は、県立公園第 2 種特

別地域に指定された豊かな自然環境・渓谷美を有

し、舟下りやラフティング等の利用も盛んです。 

しかし、川幅が狭いため、過去の大きな氾濫の原

因となっています。このため、松尾・下久堅地区（鵞

流峡付近）の治水事業計画を検討しております。 

 

治水事業計画を進めるにあたり「松尾・下久堅地

区治水事業協議会（仮称）」（以下「協議会」）を開

催し、皆様からのご意見を計画に反映するため、 

3 名程度の公募委員を募集します。 

平成２２年２月１５日（月）～ 平成２２年３月１２日（金）※必着 

応募資格 

応募期間 

応募方法 

委員の選考は、選考委員会により以下の基準で審査します。 

別紙の提出された書類に基づき、 

(1)関心・意欲 (2)問題意識 (3)知識・経験 (4) 理論性  

および性別、年齢、地域等のバランスを考慮して総合的に評価します。 

委員の選考 

協議会 

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 

応募書類 
送付先 
問合先 



別 紙 
 

松尾・下久堅地区治水事業協議会(仮称) 公募委員申込書 

                           
（フリガナ） 

氏  名 
 

生年月日 
昭和   

平成  年   月   日 
性 別  男 ・ 女  

職  業 会社員・主婦・団体職員・公務員・学生・無職・その他（   ） 

住  所 

〒  － 
 
 

勤務先の所在地・名称 
〒  － 
 

電話番号 
(必ず連絡の取れる番号を記入してください) 

自宅： （     ）     － 
携帯： （     ）     － 

FAX 番号 （     ）     －        

Ｅメールアドレス  

備   考 
(応募動機、地域内外

での川づくりや河川愛

護活動等に関する活

動、天竜川での河川利

用や環境に関する活動

を行っている場合はそ

の活動内容について、

御記入ください。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 「天竜川への愛着や望むこと」 [400 字程度]（Ａ４版：様式自由）を添付してください。 

 



（氏名            ） 

意見書「天竜川への愛着や望むこと」（400 字程度） 
 
  
                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                          

                           

                           

                           

                           

 
※ これ以外の様式でも結構です。 


